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第３６回九州各県内科審査委員懇話会

日時：令和元年１０月２６日 土 午後３時３０分～５時３０分

場所：ホテルマリターレ創世 ４階「ミューズ」

（佐賀市神野東２－５－１５ ）

次 第

１．開 会

２．担 当 県 挨 拶 佐賀県医師会内科医会

３．来 賓 挨 拶 日本臨床内科医会

４．協 議

（１）脂質異常症（高脂血症）および閉塞性動脈硬化症の確定病名がある患者に対する

「 脂肪酸分画（ 点）」の算定を認めているか。（宮崎県）

（２）漢方の多剤（３剤以上）の投与について

長期投与（６カ月以上の常用量多剤投与）について（宮崎県）

（３）①Ｌ－ＦＡＢＰ測定の具体的な保険対象疾患について

②本年、高血圧治療ガイドライン で厳格な降圧治療目標基準が発表されました。

これを受けて、降圧治療の強化が図られるものと予想されます。

そこで降圧薬の併用についてお尋ねします。（沖縄県）

（４）禁忌薬物の許容範囲および許容条件について（大分県）

（５）電気生理学的検査（ＥＰＳ で右心カテーテル検査の算定について（大分県）

（６）口腔乾燥症状改善薬の適応病名について（長崎県）

（７）脂肪性肝炎（ＮＡＳＨ、ＮＡＦＬＤ）のみの病名でＡＦＰ、 Ⅱの測定について

（長崎県）

（８）複数の医療機関において、別の医療機関の傷病名に対する禁忌薬剤の投与について再

審査申し出があるか。（横覧点検時）

申し出がある場合は対応を伺いたい。（熊本県）

（９）①傷病名「全身性エリテマトーデス」に対しネオーラルカプセルの投与を認めている

か。

②傷病名「間質性肺炎」に対しネオーラルカプセルの投与を認めているか。

③傷病名「アトピー性皮膚炎」に対しネオーラルカプセルの投与を認めているか。

認めていない場合は支部の取扱いを伺いたい。（熊本県）

（ ）診断時における膠原病関連検査の複数項目の取り扱いについて（福岡県）

（ ）消化管観血的治療後の止血処置について（福岡県）

（ ）ベンゾジアゼピン系薬剤の１年以上処方時の減算規定への対応について（鹿児島県）

（ ）ＣＫＤ患者に対する医薬連携について（鹿児島県）

（ ）大腸内視鏡ポリープ切除の間隔について（佐賀県）

（ ）心カテ、ＤＥＳ留置後のＤＡＰＴ、胃潰瘍予防目的のＰ－ＣＡＢ、ＰＰＩ投与について

（佐賀県）
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九内懇

提 案 事 項

（１）脂質異常症（高脂血症）および閉塞性動脈硬化症の確定病名がある患者に対する「 脂肪

酸分画（ 点）」の算定を認めているか。（宮崎県）

《提案要旨》

当該検査は血中のＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）、ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）、ＡＡ（アラキ

ドン酸）、ＤＨＬＡ（ジホモγリノレン酸）等を測定し、動脈硬化や冠動脈硬化が既知の患者での動

脈硬化の進展の有無を知るために用いる検査とされている。

既知の動脈硬化の範囲の捉え方で当該検査の適応症が変わってくるが、現在宮崎（社保）では、心

筋梗塞、狭心症、脳梗塞の確定病名がある場合のみ、保険診療として認めており、閉塞性動脈硬化症

（確定病名）は適応外としているが、各県の審査状況を伺いたい。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

提案県

【社保】

比は動脈硬化進展予防の指標としての測定を認めており、心筋梗塞、

狭心症、脳梗塞の確定病名などの動脈硬化症等の診断で認めている。

上記より閉塞性動脈硬化症（確定）でも認めている。

測定間隔については明確な取り決めはなく、概ね３か月に１度程度までは認め

ている。

【国保】

心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症（確定病名）でも認めていな

い。

脂質異常症の確定患者であり、血栓症・動脈硬化性疾患（脳梗塞、心筋梗塞、

狭心症、閉塞性動脈硬化症、内頚動脈狭窄症等それぞれの病名 疑い含む）が併

記されている場合に認める。

特に取り決めはありません。

脂質異常症と閉塞性動脈硬化症での脂肪酸分画の算定はほとんどみられな

いようですが、請求があれば認められていると思います。

熊本県では、脳梗塞は認めていません。
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各県からの回答

【福岡県】

【鹿児島県】

【佐賀県】

国保では特に取り決めはない。

社保では算定を認めていない。当該検査は保険点数が 点と高く、測定に

時間がかかるので、すでに心筋梗塞、狭心症、脳梗塞等がある患者で、出血や

血栓の危険性が増すような状況にある場合に測定すべきと考える。因みに支払

基金 支部のうち認める、原則認める支部は ％、認めない、原則認めな

い支部は である。

【社保】

平成 年２月に合議で取決めあり。

①高脂血症、高血圧症、糖尿病の病名のみでは認めない。

②心筋梗塞、狭心症、脳梗塞等の動脈硬化症性疾患があり、かつ、高脂血症、

高血圧症、糖尿病の病名のある症例については認める。

閉塞性動脈硬化症の病名でも可。

③心筋梗塞、狭心症、脳梗塞等の病名のみで検査をしている場合は、高脂血

症、高血圧症、糖尿病の疾患があると考えられるので、医療機関へ返戻照会

する。

【国保】

合議なし。

・専門医委員の意見

個人的には、冠動脈疾患、脳梗塞と同じように、閉塞性動脈硬化症も認めて

いただきたい → 基本的には、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞等の確定病名があ

り、脂質異常症がある場合のみと思われる。

【社保】

認めていない。

【国保】

閉塞性動脈硬化症のみでは認めていない。

心筋梗塞、脳梗塞等がある場合は認めている。
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九内懇

提 案 事 項

（２）漢方の多剤（３剤以上）の投与について

長期投与（６カ月以上の常用量多剤投与）について（宮崎県）

《提案要旨》

当県では２剤までの常用量投与を認め、３剤以上の常用量投与は併用の必要性の詳記を求めてい

る。その詳記の内容で現投与で効果があり副作用も出ていないため、長期投与を行っている事のコ

メントで途中減量することもなく長期投与を継続されている事例がみられるようになった。これら

の事例に対しての取り決めなどされているかお伺いしたい。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

提案県

漢方薬は原則２剤までで３剤以上の併用はコメントを要す。

期間についての取り決めはありません。

漢方は２剤まで認めている。長期投与については取決めを行っていない。

漢方は２剤の常用量を認めています。

少量ずつ３剤以上の投与の場合、２剤常用量相当までは認めており、投与期

間に制限はありません。短期投与であっても、２剤常用量に追加しての投与は

原則認めていません。

コメントがあっても認めていません。

長期投与は貴県と同じく満量２剤までは認めている。長期処方で３剤以上を

投与する場合には、それぞれを減量して満量２剤と同程度の量になるように調

整するように指導している。ただし定期処方として２剤処方している患者に追

加処方する場合、処方日数、病名等より臨時処方であると判断される場合は一

時的に満量３剤以上になっても認める。社保、国保とも同様の扱いである。

【社保】

合議での取決めはない。複数のエキス剤の処方の際、保険者から再審査依頼

が時々あり、再審査では、それぞれの薬剤に含まれる乾燥エキス組成量を計算

し、重なりのある成分について処方量から合算し、その量が適宜増減の範囲内

にあれば、算定可とし、過量であれば許容範囲内に薬剤を減量査定している。

【国保】

合議なし。
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各県からの回答

【佐賀県】

一次審査で外来処方の全てを確認できる状況ではないが、漢方製剤の多種処

方、長期処方が問題となっている事例はないように思う。

【社保】

エキス顆粒製剤の多剤併用の場合は、成分生薬の適正投与のため併用注意に

留意して、製剤の満量２倍相当量（ ～ ／日）程度を目安としている。

長期投与については、現在制限はしていない。

【国保】

多剤（３剤以上）投与の場合は、２剤の満量相当量程度まで認めている（詳

記は求めていない）。

また、基礎疾患がない症状名（肩こり、筋肉痛等）のみでの長期投与は６カ

月まで認めている。基礎疾患がある場合はそれ以上の長期投与も認めている。
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九内懇

提 案 事 項

（３）①Ｌ－ＦＡＢＰ測定の具体的な保険対象疾患について

②本年、高血圧治療ガイドライン で厳格な降圧治療目標基準が発表されました。

これを受けて、降圧治療の強化が図られるものと予想されます。

そこで降圧薬の併用についてお尋ねします。（沖縄県）

《提案要旨》

① Ｌ－ＦＡＢＰは対象疾患がｅＧＦＲ 以上で糖尿病患者、糸球体腎炎などの慢性腎臓病が疑わ

れる患者となっております。保険の適応疾患として具体的な疾患名がまだ特定しかねる現状であ

ると思われます。当県ではほとんど測定されていないようです。貴県ではＬ－ＦＡＢＰ測定の対

象疾患、病態についての取り決めがありますでしょうか。

② 降圧薬（主軸となるＡＲＢ、ＣＣＢ）について、降圧目標達成のため、それぞれ異なった種類の

ＡＲＢあるいはＣＣＢ同士の併用が散見されています。

本県では下記のように取り決めていますが、貴県での取り扱いについてご教授ください。

以下に用いる記号は、

◎：認めている、○：詳記あれば認めている、△：取り決めなし、×：認めない、としています。

（ ）２種類のＡＲＢの併用を認めていますか？

①２種の単剤 例：○○サルタンと××サルタン

②ＡＲＢを含む合剤とＡＲＢ 単剤 例：○○サルタン・ＣＣＢ等の合剤＋××サルタン

③ＡＲＢ合剤＋ＡＲＢ合剤 （本県では、①◎、②◎、③◎としています）

（ ）下記のような２種類のＡＲＢ併用についてどのように対処されていますか？

①Ａ剤（常用量）＋Ｂ剤（常用量）

②Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（常用量）

③Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（極量） （本県では、①◎、②○、③×としています）

（ ）ＣＣＢの併用についてお尋ねします。下記のような２種類のＣＣＢ併用についてどのように対

処されていますか？

①Ａ剤（常用量）＋Ｂ剤（常用量）

②Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（常用量）

③Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（極量） （本県では、①◎、②◎、③○としています）

各県からの回答

【宮崎県】 ① 当県ではほとんど測定されていないようです。対象疾患、病態についても取

り決めは行っていません。

② 降圧薬の併用

（ ）２種の単剤 ①× ②× ③×

（ ）２種のＡＲＢ併用 ①× ②× ③×

（ ）２種のＣＣＢの併用 ①◎ ②× ③×
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各県からの回答

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

提案県

① Ｌ－ＦＡＢＰは対象疾患、病態の取決めは行っていない。

② 異なる成分のＡＲＢ製剤の併用投与は、２剤それぞれ上限量まで併用投与

を認めている。

① 尿細管機能障害の伴う腎疾患の早期診断目的に、そのように状態が示唆さ

れる傷病名、コメントがあれば認められると思います。特に取り決めはなく、

また、ほとんど請求もみられません。

②－（ ） ①× ②× ③×

②－（ ） ①× ②× ③×

②－（ ） ①◎ ②◎ ③△

異なるＡＲＢの併用は、単剤であれ合剤であれ、認めていません。

合剤にその成分であるＡＲＢ単剤の併用はその薬剤の極量まで認めてい

ます。合剤同士の併用は認めていません。

①△、②△、③△

①△、②×、③×

①◎、②×、③×

① 特に取り決めはない。

② 合剤２錠は認めてなく１錠に査定している。それぞれ最大量まで単剤での

上のせは認めている。それ以外の項目で取り決めはない。各審査員の医学的

判断によるが、ＡＲＢ２種類は認めてないことが多いようである。Ｃａ拮抗

剤も各審査員の医学的判断によるが作用機序の違いがある２種類を循環器の

先生は認めている。

【社保】

①当県でもＬ－ＦＡＢＰの請求事例はなく、今のところ特に取決めもない状況

である。

②２種類のＡＲＢ製剤併用については、不可。ＡＲＢを含む配合剤は同じもの

であれば、添付文書と異なる使用のため、公式には望ましくないが、効果不十

分であれば可としている状況。異なるＡＲＢ２種類の併用については、ＣＣ

Ｂや降圧利尿剤などの併用もあり、降圧困難の時に認めるとされている。Ｃ

ＣＢについては、透析症例などで高圧困難例あるときは、１～３いずれでも

ジヒドロピリジン系２剤、ときにジルチアゼムまでの３剤併用も認めている。

【国保】

①合議なし。検査も少ないように思う。

②合議なし。
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各県からの回答

【佐賀県】

・専門委員の意見

３剤以上の内服でもコントロール不良の患者もおり、いずれも詳記あれば認

めている。→ 特に極量以上の処方には詳記がなければ認めていない。

【社保】

①取り決めはないが、糸球体腎炎、糖尿病性腎症、尿細管間質性腎炎、慢性

腎臓病、薬剤性腎障害等の早期診断に認めている。

② ①◯ ②◎ ③△ （③は、これまで該当レセの経験はないが、今後

請求があれば◯）

①◎ ②× ③× （②は、極量以上は認めない）

①◎ ②× ③× （②は、極量以上は認めない）

（高血圧、狭心症の病名が併存する場合は、 ①～③は全て◎）

【国保】

①取り決めはないが、ＣＫＤ、糸球体腎炎、糖尿病性腎症等が適応と考える。

②明確な取り決めはないが、下記が基本と考える

（ ）ＡＲＢ

①２種の単剤 ◎

②ＡＲＢを含む合剤とＡＲＢ（単剤） ◎

③ＡＲＢ合剤＋ＡＲＢ合剤 ◎

（ ）ＡＲＢ

①Ａ剤（常用量）＋Ｂ剤（常用量） ◎

②Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（常用量） ×

③Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（極量） ×

（ ）ＣＣＢ

①Ａ剤（常用量）＋Ｂ剤（常用量） ◎

②Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（常用量） ×

③Ａ剤（極量）＋Ｂ剤（極量） ×
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提 案 事 項

（４）禁忌薬物の許容範囲および許容条件について（大分県）

《提案要旨》

保険者再審査において、処方内容が併存する病名に禁忌の記載があることを理由に査定を要求さ

れる事がある。

以前話題になったピオグリタゾンに加えて最近ではシロスタゾール（プレタール）を心不全例に

処方した場合が指摘されるようになっている。さらに、メトホルミン（メトグルコ）の禁忌項目に

「ショック、心不全、心筋梗塞、等・・・心臓血管系に高度障害を有する例・・」に禁忌記載がある

ことを理由に、心筋梗塞や急性心不全の病名がある例では本薬剤の査定を求められるようになって

きた。

これに対して、薬剤によっては疾病に禁忌の項目があっても、医学的判断で必要性があればこれ

を認めてもよいという意見もある。過去には前述のピオグリタゾン（アクトス）を心不全合併例に投

与する場合は、必要性の注記を行えば認める判断となった。

各県では種々の禁忌薬物の許容範囲や許容条件について取り決めがあればうかがいたい。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

宮崎県では医学的判断としている。

禁忌薬物の許容範囲や許容条件について特に取り決めはありません。貴県のお

考え通りに、薬剤によっては疾病に禁忌の項目があっても、医学的判断で必要性が

あれば医師の裁量権によりこれを認めてもよいと思います。従いましてコメントを

記載することが望ましいと考えます。

提案県

１ 基本的には、禁忌薬物の許容範囲、許容条件に関して決められたものは無

い様です。

２ 診断名、使用薬剤、使用状況等を勘案してその症例ごとに判断しています。

例えば、ピオグリタゾン使用時、「急性心不全」の診断名では認められない

が、「慢性心不全」の診断名では、審査員の医学的判断で対処しています。

禁忌は原則認めていません。
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各県からの回答

【福岡県】

【鹿児島県】

【佐賀県】

シロスタゾール：うっ血性心不全に禁忌。心不全、慢性心不全、心臓性浮腫等

は禁忌にあたらないとしている。

アクトス：心不全及び心不全の既往に禁忌となっているため認めていない。

例えば、ユリーフだと禁忌は、前立腺肥大症に伴う排尿障害となっ

ているため、前立腺肥大症のみでは禁忌としては扱っていない。尿

閉があると禁忌としている。他の薬剤に関しても禁忌の内容を厳密

に解釈することで対応している。

【社保】

禁忌の中でも患者の病態等により投与せざるを得ない事例があるため詳記を

求め認めている事例があると考えますが、生命の危険や他の臓器に多大な副作

用を生じる事例は、認めていないと思われる。この場合も審査委員において、

個々の事例により判断されることとなる。

【国保】

合議なし。

病名確定日と禁忌薬剤の処方開始日が近接している場合（当月あるは翌月な

ど）、査定。病名確定日と禁忌薬剤の処方開始日がどの程度離れていた場合、認

めるかは審査委員の判断。

該当病名が数年間記載のままのレセプトもあり、指示として病名整理をお願

いすることも。

【社保】

利尿薬、強心薬（ジギタリスを含む）などのうっ血改善薬や心収縮能改善薬

が投与されている場合には認めないが、心機能保護薬（β遮断薬、ＡＣＥ、Ａ

ＲＢ）のみ投与されている場合には認めている。

【国保】

禁忌については、傷病名（併存病名）、診療開始日、治療内容等から判断し査

定対象か否かを判断している。

ただし、レセプト上に適切な注記があれば、施設の責任のもと処方している

と判断し査定としていない。
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提 案 事 項

（５）電気生理学的検査（ＥＰＳ で右心カテーテル検査の算定について（大分県）

《提案要旨》

電気生理学的検査（ＥＰＳ）の点数設定がなく右心カテーテルの加算として評価されているため、

サーモダイリューション用カテーテル（スワンガンツカテーテル）の算定がなく、ＥＰＳのみで右心

カテーテルの算定を認めていない。

しかしスワンガンツカテーテルは心機能の評価、ＥＰＳは不整脈の診断であり、スワンガンツカ

テーテルの算定がないと、右心カテーテルを認めないことは、不整脈の診断に不必要な検査（スワン

ガンツカテーテル）を要求することになり、不合理である。スワンガンツカテーテルを行わなくても

ＥＰＳのみで右心カテーテルの算定を認めるべきと考えるがいかがか。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

当県ではＥＰＳのみで右心カテーテルの算定を認めている。

ＥＰＳは右心カテ－テル検査の点数での算定となっています（→ カテ検

査なしのＥＰＳでも右心カテ－テル検査として算定しています）。

右心カテーテル 点（ 円）と、行った以下の検査の分の点数が取れ

ます。

・伝導機能検査＋ 点

・ヒス束心電図＋ 点

・診断ペーシング＋ 点

・期外（早期）刺激法による測定・誘発試験＋ 点

全て行えば 点（ 円）となります。

再新検査・画像診断辞典で、右心カテについては「④電極カテーテルを用い

て刺激伝導系の電位を記録する電気生理検査」も含まれていますので、電気生

理検査（ＥＰＳ）は右心カテでの算定を認めています。
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各県からの回答

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

【佐賀県】

提案県

１ 長崎県では、電気生理学的検査は右心カテーテル検査として 点算定

されています。更に、それに伴う加算検査も問題が無ければ基本的に認めて

います。

２ 電気生理学的検査をカテーテルアブレーション施行時に同時に施行した

場合はカテーテルアブレーションの点数のみ認めています。

貴見の通り。詳記等により医学的判断とする。

スワンガンツカテーテルの主な適応は、左心機能低下患者、急性心不全患者、

慢性心不全の急性憎悪、心臓手術分の患者等であり、合併症として不整脈も考

えられる。

ＥＰＳのみで、右心カテーテルの算定は認められない。

【社保】

当県支払基金審査では、特に取決めはない。確かに、ＥＰＳの場合は、右心カ

テーテル法の算定をしないとＥＰＳ加算のみの算定となり、検査の本体での算

定のないきわめて不合理な算定法となると思われ、貴見に同意したい。

【国保】

・専門委員の意見

通常は、電気生理学的検査（ＥＰＳ）のみの点数設定はない。

→ 右心カテーテル検査はスワンガンツカテーテルを使用して検査するので、

スワンガンツカテーテルを使用しない右心カテーテル検査は認めていない。

左心カテーテルや右心カテーテル検査時に、電気生理学的検査（ＥＰＳ）を

施行することがある。逆にＥＰＳ時に右心カテーテル検査をすることもある。

→ その場合は、左心カテーテルや右心カテーテル検査の点数に、ヒス束心電

図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算等の点数の加算が保険上認めら

れている。

【社保】

すべて認めている。ＥＰＳで用いる電極カテーテルもサーモダイリューショ

ンカテーテルも大静脈経由で右心系にアプローチするため、手技やシース等の

材料はほぼ同一であり算定を認めている。

【国保】

認めてもよいと考える。

なお、右心カテを算定するような施設はＤＰＣ医療機関が殆どであり、サー

モダイリューション用カテーテル（スワンガンツカテーテル）は包括されてし

まうので、審査上、スワンガンツカテの有り無しでは判断できないことが多い。
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提 案 事 項

（６）口腔乾燥症状改善薬の適応病名について（長崎県）

《提案要旨》

口腔乾燥症治療薬として、サラジェン、エポザックなどの内服薬とサリベートエアゾール等があ

ります。適応病名としてシェーグレン症候群や放射線治療後となっています。これまで厳格に対応

してきましたが、サリベートの成分から考えて単なる「口腔乾燥症」でも認める方向で検討していま

す。（他の内服薬はこれまで通り）

各県の取り扱いはいかがでしょうか。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

特に定めておりませんが、認める扱いとしている場合が多いようです。

サリベートエアロゾルの処方は口腔乾燥症のみでも認める。

効能効果が

１．シェーグレン症候群による口腔乾燥症

２．.頭頸部の放射線照射による唾液腺障害に基づく口腔乾燥症

となっているため「口腔乾燥症」では認めない。

提案県

認めていません。

適応通りです。

口腔乾燥症治療薬処方では、シェーグレン症候群の病名がないと査定対象と

しています。

【社保】

サリベートの適応病名としてシェーグレン症候群や放射線治療後としてお

り、変更の予定はない。

【国保】

合議なし。

長崎県と同じで良いかと思う。
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各県からの回答

【佐賀県】 【社保】

一般的には認めないが、シェーグレン症候群の診断がない患者等で、口腔乾

燥症状に対して使用せざるを居ない場合（適切な薬剤がない等）は、認めるこ

ともある。

【国保】

薬事承認どおり、原疾患（シェーグレン症候群糖）がなく、口腔乾燥症のみ

では認めていない。
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提 案 事 項

（７）脂肪性肝炎（ＮＡＳＨ、ＮＡＦＬＤ）のみの病名でＡＦＰ、 Ⅱの測定について

（長崎県）

《提案要旨》

肝腫瘍マーカーの測定をＢ型、Ｃ型、慢性肝炎や肝硬変では認めていますが、ＮＡＳＨ等では「肝

がんの疑い」病名を求める場合と単独で認める場合と意見が分かれています。各県の取り扱いはい

かがでしょうか。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

【佐賀県】

「肝癌疑い」の病名を必要としている。

ＮＡＳＨ、ＮＡＦＬＤの場合、肝線維化の速度が速く、血小板減少などから

推測が難しいためＡＦＰ、ＰＩＶＫＡ－Ⅱの測定を認める方向になっていま

す。

脂肪性肝炎（ＮＡＳＨ、ＮＡＦＬＤ）のみの病名でＡＦＰ、ＰＩＶＫＡ－Ⅱ

の算定は認めない。

提案県

適応通りであり、現時点では認めていません。

ＮＡＳＨ、ＮＡＦＬＤの病名で、画像診断 ＵＳ、ＣＴなど なく、腫瘍マー

カーの測定は認めておりません。

本県ではＮＡＳＨ、ＮＡＦＬＤのみの病名ではＡＦＰ、ＰＩＶＫＡ－Ⅱの測定

は認めていない。

「肝硬変」あるいは、「肝がんの疑い」の病名が必要である。

【社保】

認めていない。ウイルス性の慢性肝疾患や肝細胞癌疑い等の適応となる疾患

が必要である。

【国保】

ＮＡＳＨ、ＮＡＦＬＤのみでは認めていない。
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提 案 事 項

（８）複数の医療機関において、別の医療機関の傷病名に対する禁忌薬剤の投与について再審査申し

出があるか。（横覧点検時）

・申し出がある場合【◎】

・申し出がない場合【×】

申し出がある場合は対応を伺いたい。（熊本県）

※参考資料【事例１】

《提案要旨》

再審査の申し出があり苦慮しているため。調剤レセプトに薬剤服用歴管理指導料１の算定有の場合。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

【佐賀県】

申し出の事例はない。

複数の医療機関において、別の医療機関の疾病名に対する禁忌薬剤の投与に

ついて再審査申し出は当県ではありません。

【×】申し出がない

長崎県において、そのような再審査の申し出はないようです。

お薬手帳の内容から判断しなければならないと思いますが、例示の場合、眼

科が問題となるケースのようです。禁忌の可能性のある疾患名等も目立つよう

に記載して、代替同効薬に変更できればいいでしょうが、他の同効点眼薬も同

様に禁忌の可能性があります。「症状増悪の可能性がある」で禁忌であれば治

療できなくなり、問題であると考えます。

提案県

×

【社保】

現在のところ、そのような事例はみられない。

【国保】

（事務局にも確認済み） 【×】

【社保】

【×】申し出がない。

【国保】

【×】現在、別医療機関の傷病名に対する禁忌薬剤の再審査申し出はない。

過去には、稀に申し出があったが、査定対象とはしていない。
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提 案 事 項

（９）①傷病名「全身性エリテマトーデス」に対しネオーラルカプセルの投与を認めているか。

・認めている場合【◎】

・認めていない場合【×】

②傷病名「間質性肺炎」に対しネオーラルカプセルの投与を認めているか。

・認めている場合【◎】

・認めていない場合【×】

③傷病名「アトピー性皮膚炎」に対しネオーラルカプセルの投与を認めているか。

・認めている場合は【◎】

・認めていない場合は【×】

認めていない場合は支部の取扱いを伺いたい。（熊本県）

※参考資料【事例２】

《提案要旨》

① 適応がないことから原則認めていないが、ＳＬＥの合併症としてループス腎炎等ある場合は認

めていることより、保険者からの再審査請求があるため他支部の取扱いを伺いたい。

② 適応はないが、他に有効な薬剤、治療法がないことから、コメント等ある場合は認めていること

より、保険者からの再審査請求があるため他支部の取扱いを伺いたい。

③ 当支部は 週まで認めている。

また、３か月程度の休薬期間があれば再投与も認めているが、他支部の取扱いを伺いたい。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

①◎認めている。

②◎認めている。

③◎認めている。期間の取り決めはない。

【社保】

ネオーラルの投与を①②③で認めている。

【国保】

①ループス腎炎やネフローゼ症候群の病名併記があれば、ネオーラルの使用

を認める。ループス腎炎やネフローゼ症候群の病名併記がない場合は、タクロ

リムスが使用できない理由等の記載があれば、ネオーラルの使用を認める。

②決まった取り決めはない。

③決まった取り決めはない。

①適応がないが認めている。

②適応がないが認めている。

③ 週を超えての投与を認める。ただし、コメントを必要とする。
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各県からの回答

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

①ループス腎炎によるネフローゼ症候群、ステロイド剤などで治療困難でシ

クロスポリン剤で効果が認められるなどコメントがあれば、認めるケース

もあるようです。

②間質性肺炎に対しての請求はないようです。原則認められないと思います。

③アトピー性皮膚炎に対しては、効能又は効果に関連する使用上の注意に準じ

て対応しています。長期投与に対する取り決めは、特にありません。

提案県

①原則認められない。

ただし、パルス療法（ステロイド）や他の免疫抑制剤でコントロール出来な

い場合或いは重篤な副作用等のために使用できない場合等、必要とした注記が

あれば認める。

参考：九州ブロック ◎認めている：４支部

△原則認めていない：４支部

（備考：「地区別主任審査委員会議」平成 年６月 日）

②原則認められない。

ただし、パルス療法（ステロイド）や他の免疫抑制剤でコントロール出来な

い場合或いは重篤な副作用等のために使用できない場合等、必要とした注記が

あれば認める。（備考：平成 年８月「プロジェクトチーム」）

なお、「特定薬剤治療管理料」の算定は認めない。（備考：平成 年９月「審

査研究会」）

③◎ 当支部も 週まで認めている。また、３か月程度の休薬期間があれば再

投与も認めている。（皮膚科担当審査員談）

【社保】

①【×】ただし、詳記がある場合は医学的判断による。

②【◎】ステロイド製剤との併用の場合は認めている。

③【◎】適応疾患に記載されており、コメントなしでも重症または難治性と判断

し認めている。

【国保】

合議なし

①【◎】原則として適応外使用（学会のガイドライン等に記載あり）につい

ては詳記を求めている。

②【◎】

・専門委員の意見

原則的に詳記やコメントがなければ認めていない。しかし、提案要旨にあ

るように、適応はないものの他に有効な薬剤や治療法がないことから、「他
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各県からの回答

【佐賀県】

の薬剤を試して効果がなかった」という記載があった場合は認めている。間

質性肺炎は難治なことが多く、まだ有用な治療法も確立されておらず、増悪

すれば命に関わることから、今後、公知申請としてでも認められればと思っ

ている。（専門委員）

③【◎】

・専門委員の意見

年に日本皮膚科学会が作成した「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン」

に沿った投与法であれば今までは特に祥記は求めてこなかった。ガイドライン

には使用開始（再開）後３ヶ月以内に休薬することが使用指針により求められ

ているので《提案要旨》に書かれてあるように鹿児島でも投与は 週まで、

それ以上は注記が必要としている。休薬期間も概ね３ヶ月としている。本薬剤

は最重症・難治例に対して短期的に使用すべきもので、アトピー性皮膚炎の治

療に精通した医師のもとで使われることが前提となっているので使用件数は

そう多くはないように思う。

【社保】

①【◎】必要理由の記載により認めている。

②【◎】必要理由の記載により認めている。

③【◎】 週で別の薬剤に切り替える等、休薬期間があれば再投与を認めてい

る。

【国保】

①「全身性エリテマトーデス」 【×】

②「間質性肺炎」 【◎】※要コメント

③「アトピー性皮膚炎」 【×】
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九内懇

提 案 事 項

（ ）診断時における膠原病関連検査の複数項目の取り扱いについて（福岡県）

《提案要旨》

診断時に疑い病名をつけて一日で多数項目を算定している場合、貴県では審査上どのように取り

扱われておられますでしょうか。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

制限は設けておらず、１日であっても認めている。

【社保】

同日の複数項目数についての査定の取り決めは特にない。疑い病名を含め、診断

名が対応しておれば、各々認めている。（元々の重複検査による査定項目を除い

て）

【国保】

国保では膠原病関連検査の算定は、疑い病名の羅列だけではなく、その検査

の必要性を想定される他の病名併記があれば、審査員の裁量で可能な範囲認め

ており、一定の項目を認めるなどの基準は設けていない。

特に取決めはしていない。

検査内容と疑いを含めた傷病名の間および傷病名間に矛盾がなければ、基本

的に請求通りとしています。

傾向的であれば、文書連絡等何らかの注意がなされると思います。

認めざるを得ない。

提案県

【社保】

通常、抗核抗体以外で３項目まで認めている。ただし、抗ＳＳ－Ｂ Ｌａ抗体

はシェーグレン症候群疑いの病名があれば、別途、認めている。

同様にＭＰＯ－ＡＮＣＡ、ＰＲ３－ＡＮＣＡも病名があれば認めている。

「関節リウマチ疑い」の場合のリウマチ因子、抗ＣＣＰ抗体も同様である。

【国保】

診断時に疑い病名をつけて一日で多数項目を算定している場合、疑い病名の

関連性が妥当と考えられれば認めている。
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各県からの回答

【佐賀県】 【社保】

段階を踏んで検査を施行すべきと考える。紹介患者など精査目的で施行する

場合は認める場合もあるが、その旨記載を求める。

【国保】

明確な取り決めなし。

本県でもどこまで認めるべきか対応に苦慮している。
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九内懇

提 案 事 項

（ ）消化管観血的治療後の止血処置について（福岡県）

《提案要旨》

大腸ポリープ切除やＥＭＲ、ＥＳＤのような消化管観血的治療後に止血処置が必要になることが

あります。本県では両者が同日の場合は一連の処置として止血処置の算定を認めていませんが（日

付が変われば算定可）、貴県ではどのように対応しておられるでしょうか？ご教示ください。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

消化管観血的治療と止血処置が同日の場合は一連の処置として止血処置の

算定は認めていません。翌日以降の算定は認めています。

消化管観血的治療後の止血処置については原則として認めない。

内視鏡手術後の手術部位からの出血に対する取り扱い

・手術当日の止血術は認めない

・翌日以降の算定は認める。

同日であれば一連の処置として認めていません。日付が変われば基本的に認

めています。場合によってコメント等を要します。

貴見の通り。認められない。

提案県

【社保】

大腸ポリープ切除やＥＭＲ ＥＳＤ等の消化管観血的治療と同日の止血処置

については算定を認めていない。

消化管観血的治療の翌日以降であれば、算定を認めている。（福岡県と同様で

ある）

【国保】

・専門委員の意見

出血に関しては、同日の場合は、一連の処置。日付けが変われば止血処置の

算定でいいのでは。
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各県からの回答

【佐賀県】 【社保】

大腸ポリープ切除術等と同日の内視鏡的止血術は認めていないが、翌日以降

の施行であれば認めている。

【国保】

同日の場合は一連として認めていない。

日付が変われば（厳密には 時間以上経過していれば）認めている。
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九内懇

提 案 事 項

（ ）ベンゾジアゼピン系薬剤の１年以上処方時の減算規定への対応について（鹿児島県）

《提案要旨》

平成 年の診療報酬改定で、不安の症状または、不眠の症状に対するベンゾジアゼピン系薬剤に

ついては、 年４月以降の処方を対象として、１年以上連続して同一の成分を１日あたり同一量

で処方した場合に処方料・処方せん料に減算規定が設けられました。ただし、該当症状を有する患者

に対する診療を行うにつき、適切な研修を受けた医師が行う処方、又は精神科医から直近１年以内

に抗不安薬・睡眠薬について助言を受けている処方については除外規定が設けられました。改定か

ら１年経過した４月以降、該当するような処方例の患者さんが出てきましたが、厚労省の見解に沿

った研修を受けているため、今のところ減算しないで、またレセプトへのコメント記載もしないで

請求を行っている医療機関がほとんどですが、このままでいいのかという不安を抱えている実情か

と思います。今後の対応について貴県では何か動きがありますか。

ちなみに、鹿児島県の審査では、現状のレセプト審査にて査定するかどうかは判断がつかないた

め、請求通りとする。個別指導で要件を満たさない審査と判断されれば、返還を求められることにな

るとのこと。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

レセプトとしては審査になじまない内容のため、審査していない。

また、当県では県精神科医会と県内科医会の共催等にて積極的な履修を働き

かけている。

ベンゾジアゼピン系薬剤の１年以上処方時の減算査定は実施していない。

厚労省の通知に沿ったレセプトへのコメント記載は求めていない。

適切な研修を受けた医師が行う処方、又は精神科医から直近１年以内に抗不

安薬・睡眠薬について助言を受けている処方については除外規定が設けられて

おりレセプト上では判断できないため査定はしていない。

今のところ査定例はありません。

医師会として数回研修会を実施しており、またその他研修単位が取得できる

講演会も開催されています。

医師会には参加者が登録されており、それらに出席されていれば、除外規定

に該当すると思います。

今のところ動きはありません。

特に動きはないようです。
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各県からの回答

【鹿児島県】

【佐賀県】

提案県

【社保】

適切な研修を受けた医師であるかまたは精神科医から直近１年以内に抗不

安薬・睡眠薬について助言を受けている処方であるか、コメントの記載をする

必要がなく審査上判断することは困難である。

今後の対応について何か動きがあるかどうかは把握していない。

【国保】

現状、レセプト審査で研修や助言の有無を判断することはできないため査定

等は行っていない（コメントの記載等も求めていない）。
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九内懇

提 案 事 項

（ ）ＣＫＤ患者に対する医薬連携について（鹿児島県）

《提案要旨》

ＣＫＤ患者に対して薬物投与量の減量など十分な配慮が必要である。当県の薬剤師会では個別化

ＧＦＲを用いてＣＫＤ患者の薬物投与量の調整に取り組んでいる。

医薬連携を行う事で副作用の予防や医師の負担軽減につながると考えられる。

各県の取り組みについてご意見を頂きたい。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

【佐賀県】

県の薬剤師会としての取組はない。また、宮崎市のＣＫＤ対策推進会議に

は薬剤師会からの参加はありません。

重要な課題と思われます。沖縄県でも医薬の連携に取り組んでおりますが、

現状として貴県のような踏み込んだ取り組みは行われておりません。

特に行っていない。

基本的には主治医の判断に委ねられています。

薬剤師への ＧＦＲや病名の情報提供はありません。慢性腎不全などの病名

がある場合など、薬剤量の減量査定となる場合があります。

県では特にありませんが、熊本市ではＣＫＤ専門医とかかりつけ医の連係

はあります。

当県におけるＣＫＤ患者に対する医薬連携については、自治体の医師会・

薬剤師会単位での取り組みは把握しておりません。

尚、九州大学病院では院外処方せんへの検査値表示に伴って、クレアチニ

ンクリアランス、ｅＧＦＲを含む検査値理解のための病薬連携研修会を開催

しており、今後、同様の取り組みが他の医療機関・薬局でも行われていく可

能性が考えられます。

提案県

佐賀県においても一部の泌尿器科の医師と薬剤師がグループを形成し、同

様の取り組みを行っていると聞いている。取り組みの詳細については把握し

ていない。
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九内懇

提 案 事 項

（ ）大腸内視鏡ポリープ切除の間隔について（佐賀県）

《提案要旨》

多発性の大腸ポリープがあるときのポリープ切除において、一括して全部のポリープを切除する

と検査（手術）時間が長くなるなどの理由で、取り残しのポリープを後日改めて切除することがあり

ます。その折に、レセプト審査において検査（手術）を一連とするか否か悩ましいと思いますが、２

回に分けてポリープ切除を行うときに、その間隔がどの程度なら一連とみなしますか。それとも、複

数回のポリープ切除の算定をそれぞれ認めていますか。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

【福岡県】

【鹿児島県】

原則、翌月であれば、承認していましたが、縦覧ができる今では、間隔が短

い場合は詳記を求めている。

２～３週間の間隔で認めている。癌化している可能性のポリープを切除し、

病理上断端陰性か否かの判定をするために２～３週間の間隔をあけて行って

いる場合は、通常の理屈に合うので認めている。

多発性の大腸ポリープに対して複数回に分けて算定することは認める。

ただし、コメントを必要とする。

２回目までの期間については特に定めていない。

同月内では認めていません。

１回で切除できない場合、問題になる大きめのポリープをできるだけ切除し

て、小さいポリープは相当期間（６ヶ月後など）の後、再度実施しているよう

です。翌月であれば、患者の状態等コメントにより認められる可能性はありま

す。

特に間隔の取り決めはありません。

大腸ポリープの内視鏡的切除が短期間で複数回行われた場合に、一連とみな

す期間については２～３カ月を目安とし、審査委員の裁量により判断されるこ

とになっています。

【社保】

「２回に分けてポリープ切除を行うとき、その間隔がどの程度なら一連とみな

すか？」

「複数回のポリープ切除の算定をそれぞれ認めているか？」
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各県からの回答

【佐賀県】

一連とみなす間隔がどれくらいか、については明確な取り決めはなく、病態や

手術内容により、医学的判断ということになっている。

一般的には「一連」は手術の種類にもよるが、１～２週間が目安になるかと思

う。現実的な対応としてはポリープの数がかなり多く、その旨の詳記がある場合

は、複数回のポリープ切除術の算定をそれぞれ認めている。複数回のポリープ切

除術がされており、詳記がない場合、返戻して治療経過を確認することが多いと

思う。間隔が短くて（例えば３～４日位）、詳記がない場合は、査定されている

場合もあるとは思う。）

【国保】

・専門委員の意見

前処置を行わないで行うもの換言すれば３～４日以内だけが一連でいいので

はないかと思う。

提案県
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九内懇

提 案 事 項

（ ）心カテ、ＤＥＳ留置後のＤＡＰＴ、胃潰瘍予防目的のＰ－ＣＡＢ、ＰＰＩ投与について

（佐賀県）

《提案要旨》

① 佐賀県の近隣では、ステント留置後のＤＡＰＴと同時に、胃カメラなしでＰＰＩが投与されて

いるケースが多くあります。全国レベルでの投与状況について教えてください。

② 投与している県では病名はどうされているのでしょうか。

③ 九州での統一した扱いを希望します。

各県からの回答

【宮崎県】

【沖縄県】

【大分県】

【長崎県】

【熊本県】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍の既往が判る傷病名若しくは注記が記載されている

場合には、胃内視鏡検査の実施の有無は問わず認めている。

低用量アスピリン使用時のＰＰＩ併用は消化管潰瘍の病名無くても算定認め

ています。（ＰＰＩが低用量アスピリン投与時における胃潰瘍・十二指腸潰瘍再

発抑制の効能追加あり）

血栓・塞栓形成の抑制を目的に低用量アスピリンが使用されていますが、低

用量アスピリンの長期服用により消化性潰瘍が発症することがあるものの、投

与目的が血栓・塞栓の形成抑制のため、低用量アスピリンの休薬は容易ではあ

りません。

ただし、合剤「タケルダ（アスピリンとランソプラゾールの合剤）」に関して

は胃潰瘍・十二指腸潰瘍病名が必要です。

当初、沖縄県は、タケルダも潰瘍病名無しで算定認めていましたが、地区検討

委員会でタケルダは潰瘍病名が必要とのことで、沖縄県では 年５月より上

記に変更となっています。

① ステント留置後のＤＡＰＴと同時に、胃カメラなしでＰＰＩが投与されて

いる。

② 病名欄に胃潰瘍等の病名は必要ないが、摘要欄に「アスピリン投与中」又

は「胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往あり」等のコメントを必要とする。

③ 希望します

長崎県が御迷惑をおかけしていると思います。

逆流性食道炎の病名で投与しているケースがほとんどであり、その病名は内

視鏡検査がなくても症状等から診断したと判断して査定をしていません。

「胃潰瘍の既往」の確認が必要です。
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各県からの回答

【福岡県】

【鹿児島県】

【佐賀県】

① ＰＣＩステント留置後のＤＡＰＴに伴うＰＰＩの投与はスタンダードとし

てほぼ全例で行われており、当県でも胃カメラ検査をされていない例が多く

みられます。

② 当県では「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再

発抑制」、あるいは「（維持療法の必要な難治性）逆流性食道炎」などの病

名があれば問題ないとしています。

③ 九州での統一した扱いを希望されることについて同意いたします。

【社保】

① 胃潰瘍または十二指腸潰瘍の既往があれば、再発予防の観点からステント

留置後のＤＡＰＴ開始と同時に胃カメラ検査がなくてもＰＰＩ投与は認め

られている。

② 狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の病名と冠動脈ステント留置術の

病名があること、そして潰瘍の既往を示す病名があれば認めています。

③ 同感である。貴見のとおり。

【国保】

合議なし。

・専門委員の意見

ステント留置前後のＤＡＰＴは必要であり、過去に胃潰瘍等の既往があれ

ば、胃カメラなしでもＰＰＩは認めている。

提案県
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